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(57)【要約】
【課題】洗浄消毒槽に収容された被洗浄消毒物を、最小
限の液量で確実に洗浄消毒でき、洗浄消毒工程を短縮す
ることができるともに、トップカバーの内面も確実に洗
浄消毒できる内視鏡洗浄消毒装置を提供する。
【解決手段】洗浄消毒槽６に収容された被洗浄消毒物に
設けられた識別タグ１２から識別情報を読み取るアンテ
ナ５と、トップカバー３の内面に設けられた、装置本体
に対してトップカバーが閉成された際、洗浄消毒槽６内
に落ち込むとともに、落ち込み量が可変自在な落とし蓋
１５、１６と、アンテナ５が読み取った被洗浄消毒物の
識別情報に応じて、洗浄消毒槽６内への液体の供給量を
調整するとともに、落とし蓋１５、１６の落ち込み量を
調整して、落とし蓋１５、１６を洗浄消毒槽６内に供給
された液体に接触させ、液体に被洗浄消毒物を浸漬させ
る制御部と、を具備することを特徴とする。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被洗浄消毒物が収容される洗浄消毒槽を装置本体に具備するとともに、前記装置本体に
対して開閉自在なことにより、前記洗浄消毒槽の前記被洗浄消毒物の収容口が開閉自在な
蓋体を具備する内視鏡洗浄消毒装置であって、
　前記装置本体に設けられた、前記洗浄消毒槽に収容された前記被洗浄消毒物に設けられ
た識別タグから識別情報を読み取る識別情報読み取り部と、
　前記洗浄消毒槽の前記収容口に対向する前記蓋体の面に設けられた、前記装置本体に対
して前記蓋体が閉成された際、前記洗浄消毒槽内に落ち込むとともに、落ち込み量が可変
自在な落とし蓋と、
　前記装置本体に設けられた、前記識別情報読み取り部が読み取った前記被洗浄消毒物の
識別情報に応じて、前記洗浄消毒槽内への液体の供給量を調整するとともに、前記落とし
蓋の落ち込み量を調整して、前記落とし蓋を前記洗浄消毒槽内に供給された液体に接触さ
せ、前記液体に前記被洗浄消毒物を浸漬させる制御部と、
　を具備することを特徴とする内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項２】
　前記洗浄消毒槽内に、被洗浄消毒物の複数の載置領域が設けられており、
　前記トップカバーに対し、前記複数の載置領域毎に、前記落とし蓋が設けられているこ
とを特徴とする請求項１に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記落とし蓋毎に、前記落ち込み量を調整することを特徴とする請求項
２に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項４】
　前記蓋体と前記落とし蓋との間に、エアの供給遮断により伸縮自在な伸縮部材が設けら
れており、
　前記制御部は、前記伸縮部材へのエアの供給量を調整することにより、前記落とし蓋の
落ち込み量を調整することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の内視鏡洗浄
消毒装置。
【請求項５】
　前記蓋体と前記落とし蓋との間に、前記落とし蓋を前記洗浄消毒槽に対して落ち込ませ
るアクチュエータが設けられており、
　前記制御部は、前記アクチュエータへの電流の供給量を調整することにより、前記落と
し蓋の落ち込み量を調整することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の内視
鏡洗浄消毒装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被洗浄消毒物が収容される洗浄消毒槽を装置本体に具備するとともに、装置
本体に対して開閉自在なことにより、洗浄消毒槽の被洗浄消毒物の収容口が開閉自在な蓋
体を具備する内視鏡洗浄消毒装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、内視鏡は、医療分野及び工業用分野において広く利用されている。医療分野にお
いて用いられる内視鏡は、細長い挿入部を体腔内に挿入することによって、体腔内の臓器
を観察したり、必要に応じて内視鏡が具備する処置具の挿通チャンネル内に挿入した処置
具を用いて各種処置をしたりすることができる。
【０００３】
　医療分野の内視鏡は、特に検査及び治療を目的として体腔内に挿入されて使用されるも
のであるため、使用後、再度使用するためには洗浄消毒が必要となる。この使用済みの内
視鏡を洗浄消毒する方法としては、例えば、内視鏡洗浄消毒装置（以下、単に洗浄消毒装
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置と称す）を用いて行う方法が周知である。
【０００４】
　洗浄消毒装置を用いれば、内視鏡は、洗浄消毒装置の洗浄消毒槽内にセットされるのみ
で、内視鏡に対して、自動的に、洗浄、消毒、濯ぎ及び水切り等（以下、洗浄消毒工程と
称す）を行うことができる。この際、内視鏡は、該内視鏡の外表面のみならず、内視鏡が
内部に有する既知の送気送水管路、処置具挿通管路等の内視鏡管路内も洗浄消毒される。
また、洗浄消毒装置は、内視鏡に限らず、他の医療器具も洗浄消毒することができる。
【０００５】
　また、洗浄消毒装置は、洗浄消毒槽内に収容された内視鏡等の被洗浄消毒物が完全に浸
漬するとともに、洗浄消毒槽を具備する装置本体に対して閉成され、洗浄消毒槽の収容口
も閉成する蓋体であるトップカバーの内面も洗浄消毒するため、トップカバーの内面まで
が洗浄液や消毒液等の液体に接するよう、洗浄消毒槽に設けられた水位センサを用いて一
定の水位まで液体を洗浄消毒槽に供給した後、洗浄消毒工程がスタートするようになって
いる。このように、洗浄消毒槽に水位センサが設けられた洗浄消毒装置は、例えば特許文
献１に開示されている。
【特許文献１】特開２００６－００６５６８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に開示された洗浄消毒装置においては、洗浄消毒工程を行う
際、トップカバーの内面に液体が接する水位まで洗浄消毒槽に液体を供給するため、液体
を、洗浄消毒の毎にトップカバーの内面に接する高水位まで供給しなければならず、例え
ば消毒工程を行う場合において用いる消毒液は、高価であることから、消毒工程毎に多量
の消毒液を用いるのは不経済であるといった問題がある。
【０００７】
　ところで、洗浄消毒装置を用いて内視鏡を洗浄消毒する際は、通常、内視鏡を専用のト
レーに収容した後、トレーを洗浄消毒槽に収容することにより、内視鏡を洗浄消毒槽に収
容する手法が周知である。即ち、内視鏡を、洗浄消毒槽内において、トレーに収容したま
までトレーとともに洗浄消毒する手法が周知である。このことによれば、作業者は、トレ
ーを把持するのみで、洗浄消毒工程の前後において、洗浄消毒槽に対する細長な内視鏡の
搬入性及び搬出性が向上する。
【０００８】
　ここで、内視鏡を保持したトレーを洗浄消毒槽に収容した際、トレーの上端部及び内視
鏡の外表面の上端部の洗浄消毒槽の底面からの高さが異なる場合、例えばトレーの上端部
が、内視鏡の外表面の上端部よりも高い場合、トップカバーの内面を洗浄することを無視
した場合であっても、トレーを洗浄消毒するためには、内視鏡のみを洗浄消毒槽に収容し
た場合よりも、洗浄消毒槽に対して液体をトレーが浸漬する高水位まで供給しなければな
らず、不経済であるといった問題がある。
【０００９】
　このような問題に鑑み、洗浄消毒槽に収容する被洗浄消毒物に応じて、洗浄消毒槽に供
給する液体の水位を可変する技術も周知ではあるが、この場合であっても、被洗浄消毒物
に関わらず、洗浄消毒槽に収容された被洗浄消毒物の内、最も上端が洗浄消毒槽の底面か
ら高く位置する物が浸漬する水位まで洗浄消毒槽に液体を供給しなければならず、やはり
、不経済であるといった問題がある他、トップカバーの内面を洗浄消毒することができな
いといった問題がある。
【００１０】
　本発明の目的は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、洗浄消毒槽に収容された被
洗浄消毒物を、最小限の液量で確実に洗浄消毒でき、洗浄消毒工程を短縮することができ
るともに、トップカバーの内面も確実に洗浄消毒できる内視鏡洗浄消毒装置を提供するこ
とにある。
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【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するため本発明による内視鏡洗浄消毒装置は、被洗浄消毒物が収容され
る洗浄消毒槽を装置本体に具備するとともに、前記装置本体に対して開閉自在なことによ
り、前記洗浄消毒槽の前記被洗浄消毒物の収容口が開閉自在な蓋体を具備する内視鏡洗浄
消毒装置であって、前記装置本体に設けられた、前記洗浄消毒槽に収容された前記被洗浄
消毒物に設けられた識別タグから識別情報を読み取る識別情報読み取り部と、前記洗浄消
毒槽の前記収容口に対向する前記蓋体の面に設けられた、前記装置本体に対して前記蓋体
が閉成された際、前記洗浄消毒槽内に落ち込むとともに、落ち込み量が可変自在な落とし
蓋と、前記装置本体に設けられた、前記識別情報読み取り部が読み取った前記被洗浄消毒
物の識別情報に応じて、前記洗浄消毒槽内への液体の供給量を調整するとともに、前記落
とし蓋の落ち込み量を調整して、前記落とし蓋を前記洗浄消毒槽内に供給された液体に接
触させ、前記液体に前記被洗浄消毒物を浸漬させる制御部と、を具備することを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、洗浄消毒槽に収容された被洗浄消毒物を、最小限の液量で確実に洗浄
消毒でき、洗浄消毒工程を短縮することができるともに、トップカバーの内面も確実に洗
浄消毒できる内視鏡洗浄消毒装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。尚、以下に示す実施の形態にお
いては、洗浄消毒装置によって洗浄消毒される被洗浄消毒物は、内視鏡と、該内視鏡操作
用のリモコンと、洗浄消毒の際、内視鏡とリモコンとの少なくとも一方を保持するトレー
を例に挙げて説明する。
【００１４】
　図１は、本実施の形態を示す洗浄消毒装置を示す斜視図、図２は、図１の洗浄消毒槽を
、トップカバーを透視して概略的にみた洗浄消毒装置の上面図、図３は、図１のトップカ
バーの内面を示す平面図である。
【００１５】
　また、図４は、図２中のIV-IV線に沿う図３のトップカバー閉成の際の洗浄消毒装置の
断面を、洗浄消毒槽にトレー、内視鏡、リモコンが収容されて、設定水位まで消毒液が供
給された状態で示す図、図５は、図３のトップカバーが閉成されるとともに、洗浄消毒槽
に、トレーのみが収容されて、設定水位まで消毒液が供給された状態を示す洗浄消毒装置
の断面図である。
【００１６】
　図１に示すように、洗浄消毒装置１は、装置本体２と、この装置本体２の上面に開閉自
在なことにより、装置本体２が具備する洗浄消毒槽６の被洗浄消毒物の収容口６ｓを開閉
自在な蓋体であるトップカバー３とにより主要部が構成されている。
【００１７】
　尚、トップカバー３を装置本体２に対し閉成した際、図４、図５に示すように、トップ
カバー３と装置本体２とは、装置本体２の上面において、平面視した状態で洗浄消毒槽６
の周囲を覆うように設けられたシール部材１８により、水密が保持されるようになってい
る。尚、シール部材１８は、トップカバー３の後述する内面３ｎ（図３参照）に設けられ
ていても構わない。
【００１８】
　装置本体２の外表面には、スタート指示、ストップ指示、各種工程表示、経過時間表示
、洗浄消毒工程の設定、ユーザＩＤの設定等の各種操作を行える操作パネル４が配設され
ている。尚、操作パネル４は、トップカバー３に設けられていても構わない。
【００１９】



(5) JP 2009-119138 A 2009.6.4

10

20

30

40

50

　また、装置本体２の操作パネル４が設けられた外表面には、該操作パネル４より、操作
者によって非接触で近づけられたＩＤカード２０内のユーザＩＤの情報を受信するアンテ
ナ７が設けられている。
【００２０】
　尚、アンテナ７も、装置本体２の他の外表面の部位に設けられていても構わないし、ト
ップカバー３に設けられていても構わない。
【００２１】
　装置本体２の上部に、水道栓から延出されたホースが接続される図示しない給水口が設
けられている。このことにより、洗浄消毒槽６には、濯ぎ水として利用される他、洗浄液
及び消毒液を希釈するための水道水が、ホース及び給水口を介して水道栓から供給される
ようになっている。
【００２２】
　装置本体２の上面部には、被洗浄消毒物である内視鏡１０や、内視鏡１０操作用のリモ
コン８、トレー１１が収容される洗浄消毒槽６が形成されている。図２に示すように、洗
浄消毒槽６は、内視鏡１０の操作部１０ｔの形状に合わせて形成された複数の載置領域を
構成する操作部載置部６ｍと、内視鏡１０の挿入部１０ｓの形状に合わせて形成された複
数の載置領域を構成する挿入部載置部６ｎと、リモコン８の形状に合わせて形成された複
数の載置領域を構成するリモコン載置部６ｒとを具備している。
【００２３】
　尚、洗浄消毒槽６に対して、内視鏡１０及びリモコン８を収容する際には、内視鏡１０
及びリモコン８は、図２、図４、図５に示すように、洗浄消毒槽６に対する内視鏡１０及
びリモコン８の搬入搬出性を高めるため、トレー１１に保持されて収容される。この状態
において、洗浄消毒槽６に内視鏡１０及びリモコン８を収容した際、トレー１１により、
内視鏡１０及びリモコン８は、洗浄消毒槽６に直接接触することがない。
【００２４】
　トレー１１は、図２に示すように、トレー１１を洗浄消毒槽６に収容した際、該洗浄消
毒槽６の操作部載置部６ｍ、挿入部載置部６ｎ、リモコン載置部６ｒにそれぞれ収容され
る、内視鏡１０の操作部１０ｔが載置される操作部載置部１１ｍと、内視鏡１０の挿入部
１０ｓが巻回されて載置される挿入部載置部１１ｎと、リモコン８が載置されるリモコン
載置部１１ｒを具備して構成されている。
【００２５】
　具体的には、図２、図４、図５に示すように、平面視した状態で、外周及びリモコン載
置部を囲う位置に、高さ方向に突出する壁部１１ａを有するとともに、底面部１１ｂを有
して、トレー１１は構成されている。尚、トレー１１の底面部１１ｂには、内視鏡１０や
リモコン８を載置した状態で、該内視鏡１０やリモコン８が落ちない程度の開口が形成さ
れている。
【００２６】
　また、図２、図４、図５に示すように、トレー１１の操作部載置部１１ｍに、該操作部
載置部１１ｍに載置された操作部１０ｔの位置を規制して、操作部１０ｔを位置決めする
位置規制ガイド１３が、挿入部載置部１１ｎの底面の底面部１１ｂから起立して設けられ
ている。
【００２７】
　さらに、トレー１１のリモコン載置部１１ｒにも、該リモコン載置部１１ｒに載置され
たリモコン８の位置を規制して、リモコン８を位置決めする位置規制ガイド１３が、リモ
コン載置部１１ｒの底面の底面部１１ｂから起立して設けられている。
【００２８】
　また、トレー１１の壁部１１ａは、図４、図５に示すように、装置本体２に対してトッ
プカバー３が閉成された際、トップカバー３の後述する内面３ｎ（図３参照）が、トレー
１１に保持された内視鏡１０及びリモコン８の外表面に接触することがないよう、トレー
１１に内視鏡１０及びリモコン８を保持した際、壁部１１ａの上端部が、内視鏡１０及び
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リモコン８の外表面よりもトレー１１の底面から高く位置するよう形成されている。
【００２９】
　また、図１に示すように、洗浄消毒槽６の挿入部載置部６ｎに、洗浄消毒槽６内に、洗
浄液、消毒液、濯ぎ水等の液体を供給する用の供給ノズル９が設けられている。供給ノズ
ル９から、洗浄消毒槽６内に、水流を伴った液体が供給されることにより、洗浄消毒槽６
内に収容された内視鏡１０及びリモコン８の外表面は洗浄消毒される。
【００３０】
　さらに、洗浄消毒槽６の操作部載置部６ｍに、洗浄消毒槽６に載置された内視鏡１０の
内部に具備された図示しない処置具挿通用管路や送気送水用管路等の各種内視鏡管路内を
洗浄消毒するため、上述した液体を、内視鏡管路内に供給する図示しない液体供給部材や
、処置具挿通用管路内を擦り洗いするため、処置具挿通用管路内に洗浄用ブラシを自動的
に挿抜する図示しないブラシカセット等が設けられている。
【００３１】
　また、図１、図２、図４、図５に示すように、装置本体２において、洗浄消毒槽６の底
部近傍に、識別情報読み取り部であるアンテナ５が設けられている。アンテナ５は、洗浄
消毒槽６に、トレー１１、内視鏡１０、リモコン８が収容された際、図２、図４、図５に
示すように、内視鏡１０、リモコン８、トレー１１毎に設けられた識別タグであるＩＤタ
グ１２から、被洗浄消毒物固有の識別情報を非接触で読み取るものである。
【００３２】
　トップカバー３を装置本体２に対して閉成した際、洗浄消毒槽６の収容口６ｓに対向す
るトップカバー３の内面３ｎに、図４、図５に示すように、装置本体２に対してトップカ
バー３を閉成した際、洗浄消毒槽６内に落ち込む、内面３ｎから突出した落とし蓋１５～
１７が設けられている。（図４、図５では、落とし蓋１７は図示されず）
　図３に示すように、落とし蓋１５～１７は、トップカバー３の内面３ｎにおいて、洗浄
消毒槽６のリモコン載置部６ｒ、操作部載置部６ｍ、挿入部載置部６ｎ毎に設けられてい
る。
【００３３】
　具体的には、落とし蓋１５は、トップカバー３の内面３ｎに対し、トップカバー３を装
置本体２に対して閉成した際、操作部載置部６ｍ、１１ｍに、平面視した状態で重なる領
域に形成されており、落とし蓋１６は、トップカバー３の内面３ｎに対し、トップカバー
３を装置本体２に対して閉成した際、リモコン載置部６ｒ、１１ｒに、平面視した状態で
重なる領域に形成されており、落とし蓋１７は、トップカバー３の内面３ｎに対し、トッ
プカバー３を装置本体２に対して閉成した際、挿入部載置部６ｎ、１１ｎに、平面視した
状態で重なる領域に形成されている。
【００３４】
　また、落とし蓋１５～１７は、図４、図５に示すように、洗浄消毒槽６に供給された液
体に接触した際、該液体に対し浮くよう、内部が空洞状に形成されている。（図４、図５
では、落とし蓋１７は図示されず。）
　図４、図５に示すように、トップカバー３の内面３ｎに、薄膜状の、例えばゴムから構
成された伸縮自在なシール材１９が設けられており、各落とし蓋１５～１７は、トップカ
バー３内において、シール材１９と、トップカバー３の天面との間に設けられている。（
図４、図５では、落とし蓋１７は図示されず。）
　また、トップカバー３の内面３ｎにおいて、落とし蓋１５及び落とし蓋１６と、トップ
カバー３の天面との間に、後述する制御部１００（図１参照）の制御によって供給遮断さ
れるエアにより伸縮自在な伸縮部材である落とし込み用パッキン（以下、単にパッキンと
称す）２１、２２が、落とし蓋１５、１６毎に設けられている。
【００３５】
　よって、装置本体２に対してトップカバー３が閉成された際、落とし蓋１５、１６は、
パッキン２１、２２に、制御部１００の制御によってエアの供給量が調整されることによ
り、洗浄消毒槽６内への落ち込み量が可変自在となっている。また、落とし蓋１５、１６
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が落ち込んだ際、シール材１９は、落とし蓋１５、１６の落ち込みとともに伸張するよう
になっている。
【００３６】
　尚、落とし蓋１５と落とし蓋１６とでは、パッキン２１とパッキン２２とへのエアの供
給量を制御部１００が可変することにより、それぞれ異なる落ち込み量が設定できるよう
になっている。
【００３７】
　また、落とし蓋１５、１６の初期の落ち込み量は、装置本体２に対しトップカバー３が
閉成された際、パッキン２１、２２にエアが供給されていない状態において、内視鏡１０
、トレー１１、リモコン８に接触しない量に設定されている。よって、図４に示すように
、落とし蓋１５と落とし蓋１６とにより、初期の落ち込み量が異なっているが、これは、
同じであっても構わない。
【００３８】
　落とし蓋１７は、装置本体２に対しトップカバー３が閉成された際、トレー１１の挿入
部載置部１１ｎに収容された内視鏡１０の挿入部１０ｓに接触することがない落ち込む量
に固定されて形成されている。
【００３９】
　ここで、装置本体２内に、洗浄消毒槽６へ液体等を循環させる、電磁弁、逆止弁等が介
装された管路網、ポンプ、及びコンプレッサ（いずれも図示されず）等が配設されている
。また、装置本体２内には、上述した電磁弁、ポンプ、コンプレッサ等の電気部品を上記
各種工程のプログラミングに従って駆動停止させる制御部１００も配設されている。尚、
液体は、装置本体２に配設された図示しない各種タンク内に貯留されている。
【００４０】
　また、制御部１００は、アンテナ５が読み取った洗浄消毒槽６に収容された内視鏡１０
、トレー１１、リモコン８の識別情報に応じて、洗浄消毒槽６内への供給ノズル９からの
液体の供給量を調整するとともに、落とし蓋１５、１６の洗浄消毒槽６に対する落ち込み
量を調整して、落とし蓋１５、１６を洗浄消毒槽６内の液体に接触させ、液体中に内視鏡
１０、トレー１１、リモコン８を浸漬させる制御を行う。
【００４１】
　さらに、制御部１００は、内視鏡１０、トレー１１、リモコン８の識別情報に応じて、
落とし蓋１５、１６毎に、落ち込み量を調整するため、パッキン２１、２２毎にエアの供
給量を調整する制御を行う。
【００４２】
　尚、その他の洗浄消毒装置１の構成は、周知であるため、その説明は省略する。
【００４３】
　次に、このように構成された本実施の形態の作用について説明する。尚、以下に示す作
用は、洗浄消毒装置１において、装置本体２に対しトップカバー３を閉成し、洗浄消毒槽
６内に液体を供給する作用について説明する。よって、その他の洗浄消毒装置１の作用は
周知であるため、その説明は省略する。また、以下、洗浄消毒槽に供給する液体は、消毒
液を例に挙げて説明する。
【００４４】
　先ず、内視鏡１０、リモコン８、トレー１１を、洗浄消毒装置１を用いて洗浄消毒する
際は、内視鏡１０、リモコン８をトレー１１の挿入部載置部１１ｎ、操作部載置部１１ｍ
、リモコン載置部１１ｒにそれぞれ収容する。この際、位置規制ガイド１３により、トレ
ー１１内において、内視鏡１０の操作部１０ｔ及びリモコン８が位置決めされる。
【００４５】
　次いで、図４に示すように、トレー１１を、洗浄消毒槽６に対し、挿入部載置部１１ｎ
が挿入部載置部６ｎに位置され、操作部載置部１１ｍが操作部載置部６ｍに位置され、リ
モコン載置部１１ｒがリモコン載置部６ｒに位置されるように収容する。
【００４６】
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　その後、装置本体２に対し、トップカバー３が閉成され、シール部材１８により、装置
本体２とトップカバー３との水密が保持されると、上述したように、落とし蓋１５～１７
は、洗浄消毒槽６内において、トレー１１の枠体内の空間に、内視鏡１０、トレー１１、
リモコン８に接触しないよう落ち込んで位置する。尚、各落とし蓋１５～１７の落ち込み
量は、被洗浄消毒物の洗浄消毒槽６の底面からの高さに応じて、それぞれ異なっていても
構わないし、同じであっても構わない。
【００４７】
　次いで、操作パネル４から操作者によって、スタートボタンがオンされると、先ず、制
御部１００は、アンテナ５を介して、内視鏡１０、トレー１１、リモコン８の各ＩＤタグ
１２からそれぞれ固有の識別情報を認識する。
【００４８】
　即ち、制御部１００は、洗浄消毒槽６内に何が収容されているかを認識するとともに、
識別情報から、収容された内視鏡１０、トレー１１、リモコン８の洗浄消毒槽６の底面か
らの突出高さを認識する。
【００４９】
　次いで、制御部１００は、認識した識別情報に応じて、洗浄消毒槽６内に供給ノズル９
を介して消毒液Ｓを、トップカバー３の内面３ｎに形成されたシール材１９が消毒液Ｓに
接する設定量まで供給する。尚、この設定量は、従来の内面が平坦な面に形成されたトッ
プカバーの内面に消毒液が接するまでに供給される供給量よりも、落とし蓋１５～１７の
落ち込み分、少なくなっている。
【００５０】
　また、この設定量においては、図４に示すように、落とし蓋１５、１６に対応するシー
ル材１９は、トレー１１の壁部１１ａの上端部より、洗浄消毒槽６の底面から低く位置し
ていることから、トレー１１の壁部１１ａの上端部は、消毒液Ｓに浸漬されていない。
【００５１】
　さらに、この状態においては、各パッキン２１、２２には、エアは供給されていない。
尚、操作部１０ｔ及びリモコン８の洗浄消毒槽６の底面からの高さが低いと制御部１００
が識別情報から認識した場合には、各パッキン２１、２２にエアを供給して、各パッキン
２１、２２を伸張させ、各落とし蓋１５、１６の落ち込み量を、シール材１９が操作部１
０ｔ、リモコン８に接触しない程度に増やしても構わない。
【００５２】
　最後に、消毒液Ｓがシール材１９に接した後、トレー１１の壁部１１ａの上端部までが
浸漬される量まで消毒液Ｓを供給すると、落とし蓋１５、１６は、消毒液Ｓがシール材１
９に接した後から、内部が空洞状に形成されていることから、消毒液Ｓに対して浮かびあ
がる。即ち、持ち上げられる。
【００５３】
　その結果、内視鏡１０、リモコン８、トレー１１が、完全に消毒液Ｓに浸漬され消毒さ
れる。また、トップカバー３の内面３ｎを構成するシール材１９も消毒液Ｓに接触され消
毒される。尚、この際の消毒液の液量は、落とし蓋１５、１６が消毒液Ｓに対し浮かんで
いるため、従来のトップカバーの内面が平坦な面に形成された洗浄消毒装置の消毒に用い
る液量よりも、落とし蓋１５、１６の落ち込んだ体積分、少なくなっている。尚、以上の
作用は、液体が消毒液以外の場合、即ち、洗浄液や濯ぎ水の場合であっても同様である。
【００５４】
　一方、洗浄消毒装置１を用いてトレー１１のみを消毒したい場合は、先ず、トレー１１
のみを、洗浄消毒槽６に対し、挿入部載置部１１ｎが挿入部載置部６ｎに位置され、操作
部載置部１１ｍが操作部載置部６ｍに位置され、リモコン載置部１１ｒがリモコン載置部
６ｒに位置されるように収容する。
【００５５】
　その後、装置本体２に対し、トップカバー３が閉成され、シール部材１８により、装置
本体２とトップカバー３との水密が保持されると、上述したように、落とし蓋１５～１７
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は、洗浄消毒槽６内において、トレー１１に接触しないよう位置する。
【００５６】
　次いで、操作パネル４から操作者によって、スタートボタンがオンされると、先ず、制
御部１００は、アンテナ５を介して、トレー１１のＩＤタグ１２から固有の識別情報を認
識する。
【００５７】
　即ち、制御部１００は、洗浄消毒槽６内にトレーのみが収容されていることを認識する
とともに、識別情報から、収容されたトレー１１の位置規制ガイド１３の洗浄消毒槽６の
底面からの突出高さを認識する。
【００５８】
　次いで、制御部１００は、認識した識別情報に応じて、各パッキン２１、２２にエアを
供給することにより、各パッキン２１、２２を伸張させて、図５に示すように、落とし蓋
１５、１６に対応するシール材１９が、トレー１１の位置規制ガイド１３に接触しないぎ
りぎりの位置まで、落とし蓋１５、１６を洗浄消毒槽６内において、トレー１１の枠体内
の空間に落とし込む制御を行う。
【００５９】
　次いで、制御部１００は、洗浄消毒槽６内に供給ノズル９を介して消毒液Ｓを、トップ
カバー３の内面３ｎに形成されたシール材１９が消毒液Ｓに接する設定量まで消毒液Ｓを
供給する。尚、この設定量は、内視鏡１０、リモコン８を消毒する場合の供給量よりも、
パッキン２１、２２による落とし蓋１５～１７の落ち込み分、少なくなっている。
【００６０】
　また、この設定量においては、図５に示すように、落とし蓋１５、１６に対応するシー
ル材１９は、トレー１１の壁部１１ａの上端部より、洗浄消毒槽６の底面から、図４に示
す場合よりもさらに低く位置していることから、トレー１１の壁部１１ａの上端部は、消
毒液Ｓに浸漬されていない。
【００６１】
　最後に、消毒液Ｓがシール材１９に接した後、トレー１１の壁部１１ａの上端部までが
浸漬される量まで消毒液Ｓを供給すると、落とし蓋１５、１６は、消毒液Ｓがシール材１
９に接した後から、内部が空洞状に形成されていることから、消毒液Ｓに対して浮かびあ
がる。即ち、持ち上げられる。
【００６２】
　その結果、トップカバー３は、トレー１１に接触することなく、トレー１１が、完全に
消毒液Ｓに浸漬され消毒される。また、トップカバー３の内面３ｎを構成するシール材１
９も消毒液Ｓに接触され消毒される。
【００６３】
　尚、この際の消毒液の液量は、落とし蓋１５、１６が消毒液Ｓに対し浮かんでいるため
、従来のトップカバーの内面が平坦な面に形成された洗浄消毒装置の消毒に用いる液量や
、図４に示す内視鏡１０及びリモコン８も消毒する場合の液量よりも、落とし蓋１５、１
６の落ち込んだ体積分、少なくなっている。尚、以上の作用は、液体が消毒液以外の場合
、即ち、洗浄液や濯ぎ水の場合であっても同様である。
【００６４】
　このように、本実施の形態においては、洗浄消毒装置１のトップカバー３の内面３ｎに
、装置本体２に対してトップカバー３が閉成された際、パッキン２１、２２にエアを別々
に供給することにより、洗浄消毒槽６内のトレー１１の枠体内の空間への落ち込み量がそ
れぞれ別途に可変できる落とし蓋１５、１６が設けられていると示した。
【００６５】
　また、制御部１００は、洗浄消毒槽６に収容された被洗浄消毒物のＩＤタグ１２から、
被洗浄消毒物固有の識別情報を、アンテナ５を介して認識するとともに、識別情報に応じ
て、パッキン２１、２２へのエアの供給量を調整し、洗浄消毒槽６内のトレー１１の枠体
内の空間への落とし蓋１５、１６の落ち込み量を調整して、液体中に被洗浄消毒物を確実
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に浸漬させると示した。
【００６６】
　このことによれば、洗浄消毒槽６に液体を供給し、シール材１９が液体に接触した後、
落とし蓋１５、１６は液体に対して浮かび上がることから、落とし蓋１５、１６が液体に
浮かぶ分、即ち、落とし蓋１５、１６の洗浄消毒槽６へ落ち込んだ体積分、被洗浄消毒物
が完全に浸漬するまでの洗浄消毒槽６への液体の供給量を従来よりも減らすことができる
。
【００６７】
　また、トレー１１のみ、洗浄消毒する場合であっても、落とし蓋１５、１６の落ち込み
量を、内視鏡１０及びリモコン８を洗浄消毒する場合よりも増やすことにより、落とし蓋
１５、１６は、液体に対して浮かび上がることから、トレー１１の壁部１１ａの上端部ま
で液体を供給していた従来よりも、さらには、内視鏡１０、リモコン８を洗浄消毒する場
合よりも、洗浄消毒槽６への液体の供給量を、落とし蓋１５、１６の洗浄消毒槽６へ落ち
込んだ体積分、減らすことができる。
【００６８】
　さらに、内視鏡１０、リモコン８、トレー１１を洗浄消毒する場合であっても、または
、トレー１１のみを洗浄消毒する場合であっても、トップカバー３の内面３ｎに形成され
たシール材１９は、確実に液体に接触することから、トップカバー３の内面３ｎも確実に
洗浄消毒することができる。
【００６９】
　以上から、洗浄消毒槽６に収容された被洗浄消毒物を、最小限の液量で確実に洗浄消毒
でき、液体の液量が減ることから、従来よりも洗浄消毒工程を短縮することができるとも
に、トップカバー３の内面３ｎも確実に洗浄消毒できる洗浄消毒装置１を提供することが
できる。
【００７０】
　尚、以下、変形例を示す。本実施の形態においては、トップカバー３の内面３ｎに形成
する落とし蓋において、操作部載置部１１ｍに対応する落とし蓋１５と挿入部載置部１１
ｎに対応する落とし蓋１７とは別途に設けると示したが、これに限らず、落とし蓋１５と
落とし蓋１７とを一体的に形成し、該一体的に形成した落とし蓋の落ち込み量を可変でき
るようにしても構わないということは勿論である。
【００７１】
　また、本実施の形態においては、落とし蓋１７は、落ち込み量が固定されていると示し
たが、これに限らず、落とし蓋１５と、落とし蓋１７とが別途に設けられている場合であ
っても、落とし蓋１７とトップカバー３の天面との間に、制御部１００からのエアの供給
遮断によって伸縮するパッキンを設け、落とし蓋１７の落ち込み量を挿入部１０ｓの洗浄
消毒槽６の底面からの高さに応じて可変自在としても構わない。
【００７２】
　さらに、本実施の形態においては、落とし蓋１５、１６の落ち込み量は、制御部１００
からのエアの供給遮断によって、伸縮自体なパッキン２１、２２により調整すると示した
。これに限らず、落とし蓋１５、１６とトップカバー３の天面との間に、落とし蓋１５、
１６を洗浄消毒槽６に落とし込む、図示しないアクチュエータをそれぞれ設け、制御部１
００によって、各アクチュエータへの電流供給量がそれぞれ調整されることにより、落と
し蓋１５、１６の落ち込み量をそれぞれ調整しても構わないということは云うまでもない
。
【００７３】
　また、本実施の形態においては、被洗浄消毒物は、内視鏡、トレー、リモコンであると
示したが、これに限らず、ＩＤタグから識別情報を読み取れるものであれば、他のもので
あっても良いことは勿論である。
【００７４】
　また、本発明は以上述べた実施形態のみに限定されるものでなく、発明の要旨を脱しな
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い範囲で種々変形可能である。
【００７５】
［付記］
　以上詳述した如く、本発明の実施形態によれば、以下の如き構成を得ることができる。
即ち、
　（１）装置本体に設けられた洗浄消毒槽に収容された被洗浄消毒物を洗浄消毒する内視
鏡洗浄消毒装置であって、
　前記洗浄消毒槽は、伸縮自在な袋状部材から構成されており、
　前記洗浄消毒槽に前記被洗浄消毒物を収容して前記洗浄消毒槽に液体を供給した後、前
記洗浄消毒槽内のエアを吸引することにより、前記洗浄消毒槽内の前記液体の液面を上昇
させて前記被洗浄消毒物を前記液体に浸漬させる制御部を具備していることを特徴とする
内視鏡洗浄消毒装置。
【００７６】
　（２）前記被洗浄消毒物を保持する保持部材をさらに具備し、
　前記被洗浄消毒物を保持した状態で前記保持部材を前記洗浄消毒槽に収容した後、前記
保持部材のみが前記洗浄消毒槽に接触する形状に、前記保持部材は形成されていることを
特徴とする請求項１に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【００７７】
　（３）装置本体に設けられた洗浄消毒槽に収容された被洗浄消毒物を洗浄消毒する内視
鏡洗浄消毒装置であって、
　前記洗浄消毒槽に前記被洗浄消毒物とともに収容されることにより、前記洗浄消毒槽内
の液体の液面を上昇させる、表面に親水処理が施された液面上昇部材を具備していること
を特徴とする内視鏡洗浄消毒装置。
【００７８】
　（４）装置本体に設けられた洗浄消毒槽に収容された被洗浄消毒物を洗浄消毒する内視
鏡洗浄消毒装置であって、
　前記洗浄消毒槽の前記被洗浄消毒物の載置領域を除く領域に設けられた、前記洗浄消毒
槽内の液体の液面を上昇させる前記洗浄消毒槽から突出するピン状の液面上昇部材を具備
していることを特徴とする内視鏡洗浄消毒装置。
【００７９】
　ところで、洗浄消毒装置を用いて、さまざまな形状の被洗浄消毒物を洗浄消毒する場合
、被洗浄消毒物の体積によっては、洗浄消毒に用いる液体の使用量が多くなってしまい、
液体使用量の増加に伴う、コストの上昇や、洗浄消毒時間の増加が発生してしまうといっ
た問題があった。
【００８０】
　以下、洗浄消毒装置を用いて被洗浄消毒装置を洗浄消毒する際、最小限の液量で確実に
被洗浄消毒物を洗浄消毒できる構成を、図６～図８を用いて示す。図６は、本構成を示す
洗浄消毒装置に用いる洗浄消毒槽と、該洗浄消毒槽に収容自在な被洗浄消毒物を保持する
保持部材を示す斜視図、図７は、図６の被洗浄消毒物を保持する保持部材を、洗浄消毒槽
に収容した状態を示す図、図８は、図７に示す状態から、洗浄消毒槽内のエアを抜き、被
洗浄消毒物及び保持部材を、液体に浸漬させた状態を示す図である。
【００８１】
　洗浄消毒槽は、耐薬液性を有する金属や樹脂から構成されているのが一般的であるが、
本構成においては、図６に示すように、洗浄消毒槽２６を、耐薬液性を有する硬い伸縮自
在な、例えばビニールやゴムから構成された袋状部材から構成する。尚、本構成の洗浄消
毒槽２６は、袋状部材から構成されている以外は、通常の洗浄消毒槽と同様の構成を有し
ている。
【００８２】
　また、本構成の袋状部材から構成された洗浄消毒槽２６に収容自在な保持部材である保
持網２７は、被洗浄消毒物である内視鏡１０を保持する部材であるとともに、洗浄消毒槽
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６内に収容された際、保持する内視鏡１０が、洗浄消毒槽２６に接触することがないよう
、複数のリブ２８が形成された形状、即ち、保持網２７のみが洗浄消毒槽２６に接触する
形状に形成されている。
【００８３】
　さらに、本構成の洗浄消毒装置の図示しない装置本体内には、図７に示すように、洗浄
消毒槽２６に内視鏡１０を保持する保持網２７が収容され、洗浄消毒槽２６に、例えば消
毒液Ｓが供給され、装置本体に図示しないトップカバーが閉成された後、図８に示すよう
に、洗浄消毒槽２６内のエアを吸引する制御を行う図示しない制御部が具備されている。
【００８４】
　このような構成によれば、図７に示すように、洗浄消毒槽２６に内視鏡１０を保持する
保持網２７が収容され、洗浄消毒槽２６に、設定量、具体的には、内視鏡１０及び保持網
２７が消毒液Ｓに浸漬しない程度の量の消毒液Ｓが供給され、装置本体に図示しないトッ
プカバーが閉成された後、図８に示すように、洗浄消毒槽２６内のエアを制御部の制御に
より吸引すれば、図８に示すように、洗浄消毒槽２６内の消毒液Ｓは、袋状部材から構成
された洗浄消毒槽２６の収縮に伴って水位が上昇し、消毒液Ｓ中に、内視鏡１０及び保持
網２７は完全に浸漬されることから、従来よりも少量の消毒液Ｓによって、消毒工程を行
うことができる。このことから、消毒液Ｓの使用量が減るため、消毒工程を従来よりも短
縮することができる。
【００８５】
　また、保持網２７には、複数のリブ２８が設けられていることから、該複数のリブ２８
により、収縮後の洗浄消毒槽２６が内視鏡に接触してしまうことなく、少量の消毒液Ｓで
も確実に消毒工程を行うことができる。
【００８６】
　尚、以上のことは、消毒液に限らず、洗浄液、濯ぎ水を用いた場合であっても同様であ
る。また、被洗浄消毒物が内視鏡１０以外であっても同様である。
【００８７】
　以上から、洗浄消毒装置を用いて、被洗浄消毒装置を洗浄消毒する際、最小限の液量で
確実に被洗浄消毒物を洗浄消毒できる洗浄消毒装置を提供することができる。
【００８８】
　尚、以下、洗浄消毒装置を用いて被洗浄消毒装置を洗浄消毒する際、最小限の液量で確
実に被洗浄消毒物を洗浄消毒できる図６～図８とは異なる構成を、図９を用いて説明する
。図９は、本構成の洗浄消毒装置における洗浄消毒槽に、被洗浄消毒物とともにボール状
の液面上昇部材を設けた例を示す部分断面図である。
【００８９】
　図９に示すように、例えば内視鏡１０を消毒する際、洗浄消毒槽６内において、内視鏡
１０とともに、例えば耐薬液性を有する液体に沈む材質から構成された表面に撥水処理ま
たは親水処理が施されたボール状の液面上昇部材３０を複数設ければ、液面上昇部材３０
の体積分、従来よりも少量の消毒液Ｓで、消毒液Ｓ中に内視鏡１０を浸漬させることがで
きる。
【００９０】
　尚、液面上昇部材３０の表面に施される処理は、撥水処理よりも親水処理の方が好まし
い。これは、撥水加工を施した場合では、表面張力により、液面上昇部材３０の表面に残
留した液体により、次に供給された液体が希釈されてしまう場合があるためである。
【００９１】
　また、以上のことは、消毒液に限らず、洗浄液、濯ぎ水を用いた場合であっても同様で
ある。また、被洗浄消毒物が内視鏡１０以外であっても同様である。
【００９２】
　尚、以下、洗浄消毒装置を用いて、被洗浄消毒装置を洗浄消毒する際、最小限の液量で
確実に被洗浄消毒物を洗浄消毒できる図６～図９とは異なる構成を、図１０を用いて説明
する。図１０は、本構成の洗浄消毒装置における洗浄消毒槽の被洗浄槽毒物の載置領域を
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除く領域に、ピン状の液面上昇部材を設けた例を示す部分断面図である。
【００９３】
　図１０に示すように、洗浄消毒槽６の底面において、被洗浄消毒物である内視鏡１０を
載置する領域６ｑを除く領域６ｐに、洗浄消毒槽６の底面から突出するピン状の液面上昇
部材３１が複数設けられている。尚、ピン状の液面上昇部材３１は、洗浄消毒槽６の底面
に対して伸縮自在であっても構わない。
【００９４】
　このことによれば、内視鏡１０を洗浄消毒槽６に収容して洗浄消毒工程を行う際、液面
上昇部材３１の体積分、従来よりも少量の液体で、液体中に内視鏡１０を浸漬させること
ができる。尚、以上のことは、被洗浄消毒物が内視鏡１０以外であっても同様である。
【００９５】
　ところで、上述したように、洗浄消毒装置を用いて洗浄工程を行う際、洗浄消毒槽６に
、トレー１１とともに被洗浄槽毒物を収容した後、供給ノズル９から液体を供給して洗浄
を行うが、洗浄消毒槽内において、供給ノズル９から供給された液体の流れは、供給ノズ
ル９から離れるにつれ、流速が落ちることから、供給ノズル９から離れて位置する被洗浄
消毒物の部位は、流液を用いた洗浄液による洗浄効果が低いといった問題があった。
【００９６】
　このような問題に鑑み、以下、図１１～図１４を用いて、供給ノズル９から離れた被洗
浄消毒物の部材をも確実に洗浄することができる構成を説明する。図１１は、従来の洗浄
消毒槽の一部を示す部分斜視図、図１２は、本構成の洗浄消毒槽の一部を示す部分斜視図
、図１３は、図１２とは異なる構成の洗浄消毒槽の一部を示す部分斜視図、図１４は、図
１２、図１３とは異なる構成の洗浄消毒槽を示す平面図である。
【００９７】
　図１１に示すように、従来、洗浄消毒槽６の底面は、平坦な面に形成されていたが、本
構成においては、図１２に示すように、洗浄消毒槽６の底面に、断面Ｖ字状の溝３５が複
数本形成されている。尚、溝３５は、断面Ｕ字状に形成されていても構わない。
【００９８】
　このことによれば、溝３５により、洗浄消毒槽６の底面と液体との抵抗が、例えば最大
で８％程度減ることから、底面に対する液体の接触角が調整でき、供給ノズル９から離れ
た位置であっても、洗浄に適した流速を確保することができるとともに、溝３５により、
洗浄消毒槽６から液体を排出する際の除水性が向上するといった効果を得ることができる
。
【００９９】
　尚、溝３５は、図１４に示すように、洗浄消毒槽６の底面に形成された排水口３７を囲
むように、平面視した状態で渦巻き状に形成されておれば、より流速を確保することがで
きるとともにより除水性が向上する。
【０１００】
　また、溝３５に限らず、図１３に示すように、洗浄消毒槽６の底面に、撥水コーティン
グ層３６が施されていれば、底面と液体との抵抗が減るため、供給ノズル９から離れた位
置であっても、洗浄に適した流速を確保することができるとともに、撥水コーティング層
３６により、洗浄消毒槽６から液体を排出する際の除水性が向上するといった効果を得る
ことができる。
【０１０１】
　尚、本構成においては、溝３５、撥水コーティング層３６は、洗浄消毒槽６の底面に形
成すると示したが、これに限らず、トレー１１の底面やトップカバー３の内面３ｎに施し
ても良いことは勿論である。
【０１０２】
　ところで、洗浄消毒装置１の装置本体２の給水口には、上述したように、水道栓から延
出された給水ホースが接続されるが、水道水中に含まれるゴミを除去するため、通常、給
水口内には、ゴミの除去を行う給水フィルタが設けられている。
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【０１０３】
　ここで、洗浄消毒装置を長期に渡って使用すると、給水フィルタにゴミ等が蓄積される
ため、給水フィルタを定期的に清掃したり交換したりする必要が生じるが、このような清
掃、交換作業を行う際は、ユーザが給水口から、給水ホースを取り外して行わなければな
らないことから、給水ホースから水が漏れて作業がし難い他、清掃の際は、取り外した給
水フィルタをブラシ等で清掃しなければならず、大変煩雑であるといった問題があった。
【０１０４】
　以下、自動的に給水フィルタの清掃を行うことができる洗浄消毒装置の構成を、図１５
～図１７に示す。図１５は、本構成の洗浄消毒装置における給水フィルタ周りの管路構成
を、給水管路と供給管路とが連通した状態で示す図、図１６は、図１５の給水弁を閉じ、
給水管路と貯留管路とを連通させた状態を示す図、図１７は、図１６の状態から三方弁を
貯留管路と排水管路とが連通するよう切り換えた状態を示す図である。
【０１０５】
　図１５に示すように、水道栓に給水ホースを介して接続された給水口に一端が接続され
た給水管路４０の他端は、三方弁４３に接続されており、三方弁４３には、排水管路４２
と、水道水を洗浄消毒槽６等へ供給する供給管路４１とが接続されている。三方弁４３は
、供給管路４１に対する給水管路４０と排水管路４２との連通を切り換える機能を有して
いる。
【０１０６】
　供給管路４１の中途位置に、給水フィルタ４４が設けられている。また、供給管路４１
の給水フィルタ４４よりも流出側に、高さ方向に延出する貯留管路４８が設けられており
、貯留管路４８には、一端が固定部材４９に固定されたバネ４７と、バネ４７の他端に固
定された貯留室の内周面に密に当接する外周面を有する押し出し部材４６が接続されてい
る。
【０１０７】
　よって、押し出し部材４６は、バネ４７により、貯留管路４８内を上下動自在となって
いる。また、貯留管路４８と供給管路４１とは、押し出し部材４６により、洗浄消毒槽６
等へ水道水を供給している際は、非連通状態となっている。
【０１０８】
　また、供給管路４１の給水フィルタ４４及び貯留管路４８よりも流出側に、給水弁４５
が設けられている。
【０１０９】
　先ず、水道水を洗浄消毒槽６等へ供給する場合は、図１５に示すように、洗浄消毒装置
内の図示しない制御部は、三方弁４３を、給水管路４０と供給管路４１とが連通するよう
に切り換えた後、給水弁４５を開成する。また、この状態では、バネ４７の付勢により、
押し出し部材４６によって、供給管路４１と貯留管路４８とは非連通状態となっている。
【０１１０】
　この状態において、給水管路４０から供給された水道水は、三方弁４３、給水フィルタ
４４、供給管路４１を介して、洗浄消毒槽６等へ供給される。
【０１１１】
　次に、給水フィルタ４４の流入側に溜まったゴミＧを除去する場合には、図１６に示す
ように、制御部は、給水弁４５を閉成する。このことにより、供給管路４１内に供給され
た水道水は、バネ４７の付勢力に抗して押圧部材４６を、貯留管路４８内において押し上
げる。その結果、貯留管路４８と供給管路４１とは連通し、貯留管路４８内に水道水が貯
留される。尚、この際、制御部は、給水弁４５を閉成した時間をカウントする。
【０１１２】
　給水弁４５を閉成した時間が所定時間に達したら、即ち貯留管路４８内に水道水が満た
される時間に達したら、制御部は、図１７に示すように、三方弁４３を、供給管路４１と
排水管路４２とが連通するように切り換える。尚、制御部は、給水弁４５を閉成してから
三方弁４３を切り換えるまでの時間を、あらかじめ有しているデータから算出して、切り
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換えを行っても構わない。また、この際、制御部は、三方弁４３を切り換えた時間をカウ
ントする。
【０１１３】
　その結果、貯留管路４８内に貯留されていた水道水は、バネ４７に付勢された押し出し
部材４６の押し出しにより、貯留管路４８から、排水管路４２に排出される。その際、給
水フィルタ４４の流出側から押し出し部材４６の押し出しに伴う水道水が給水フィルタ４
４に供給されることにより、給水フィルタ４４の流入側に溜まったゴミＧは、水道水とと
もに、排水管路４２に排出される。
【０１１４】
　三方弁４３を切り換えた時間が所定時間に達したら、即ち貯留管路４８内の水道水が全
て排出される時間に達したら、制御部は、給水フィルタ４４の清掃が終了したと判断し、
図１５に示すように、三方弁４３を、給水管路４０と供給管路４１とが連通するよう切り
換えた後、給水弁４５を開成する。このことにより、自動的に給水フィルタ４４を清掃す
ることができる。尚、制御部は、三方弁４３の供給管路４１と排水管路４２とを連通させ
る切り換えから、供給管路４１と給水管路４０とを連通させる切り換えまでの時間を、あ
らかじめ有しているデータから算出して、切り換えを行っても構わない。
【０１１５】
　尚、その他の自動的に給水フィルタ４４を清掃することができる構成を、図１８、図１
９を用いて示す。図１８は、図１５とは異なる給水フィルタ周りの管路構成を、給水管路
と貯留室とが連通した状態で示す図、図１９は、図１８の状態から三方弁を貯留室と排水
管路とが連通するよう切り換えた状態を示す図である。尚、以下、図１５～図１７とは異
なる構成のみ説明する。
【０１１６】
　図１８に示すように、供給管路４１の給水フィルタ４４よりも流出側に、供給管路４１
に連通する貯留タンク５５が設けられている。貯留タンク５５には、電磁弁または液体は
通さないが気体は通す薄膜等から構成された吸気部材５６が設けられている。
【０１１７】
　このような構成を用いて、給水フィルタ４４の流入側に溜まったゴミＧを除去する場合
には、図１８に示すように、制御部は、給水弁４５を閉成する。このことにより、供給管
路４１内に供給された水道水は、貯留タンク５５内に貯留される。尚、この際、制御部は
、給水弁４５を閉成した時間をカウントする。
【０１１８】
　給水弁４５を閉成した時間が所定時間に達したら、即ち貯留タンク５５内に水道水が満
たされる時間に達したら、制御部は、吸気部材５６を介して、貯留タンク５５内に空気を
導入する制御を行うとともに、図１９に示すように、三方弁４３を、供給管路４１と排水
管路４２とが連通するように切り換える。
【０１１９】
　尚、この際、制御部は、三方弁４３を切り換えた時間をカウントする。また、制御部は
、給水弁４５を閉成してから三方弁４３を切り換えるまでの時間を、あらかじめ有してい
るデータから算出して、切り換えを行っても構わない。また、この際、制御部は、三方弁
４３を切り換えた時間をカウントする。
【０１２０】
　その結果、貯留タンク５５内に貯留されていた水道水は、自重により排水管路４２に排
出される。その際、給水フィルタ４４の流出側から水道水が給水フィルタ４４に供給され
ることにより、給水フィルタ４４の流入側に溜まったゴミＧは、水道水とともに、排水管
路４２に排出される。
【０１２１】
　三方弁４３を切り換えた時間が所定時間に達したら、即ち貯留タンク５５内に水道水が
全て排出される時間に達したら、制御部は、給水フィルタの清掃が終了したと判断し、三
方弁４３を、給水管路４０と供給管路４１とが連通するよう切り換える。このことにより
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、自動的に給水フィルタ４４を清掃することができる。
【０１２２】
　尚、制御部は、三方弁４３の供給管路４１と排水管路４２とを連通させる切り換えから
、供給管路４１と給水管路４０とを連通させる切り換えまでの時間を、あらかじめ有して
いるデータから算出して、切り換えを行っても構わない。
【０１２３】
　ところで、洗浄消毒槽に収容された内視鏡が具備する内視鏡管路の口金に対し、内視鏡
管路内に液体を供給する装置本体側に設けられた供給用の口金を、自動的に挿抜すること
のできる自動装着ユニットを具備する内視鏡洗浄消毒装置が周知である。
【０１２４】
　自動装着ユニットは、一般的に、供給用の口金を具備する管路接続部が、洗浄消毒槽内
に位置するよう配置されており、管路接続部がモータ等により進退されることにより、内
視鏡管路の口金に対し、供給用の口金が挿抜される構成となっている。
【０１２５】
　以下、本構成の自動装着ユニットを、図２０～図２２を用いて説明する。図２０は、従
来の自動装着ユニットの管路接続部の形状を示す図、図２１は、本構成の自動装着ユニッ
トの管路接続部の形状を示す図、図２２は、図２１とは異なる自動装着ユニットの管路接
続部の形状を示す図である。
【０１２６】
　図２０に示すように、従来、自動装着ユニットの供給用口金６１を具備する管路接続部
６０は、該管路接続部６０の内部に設けられた供給用口金６１に連通する供給用管路と、
洗浄消毒槽６との間の水密性の確保や、供給用口金６１の内視鏡管路の口金に対する装着
性を向上させる目的から、中途位置に蛇腹部６２が設けられた伸縮部材から構成されてい
るが、管路接続部６０は、洗浄消毒槽６内において、液体中に浸漬されるため、洗浄消毒
工程終了後に、液体が蛇腹部６２の谷部に残留しやすいといった問題があった。
【０１２７】
　このような問題に鑑み、図２１に示すように、管路接続部６０の中途位置に、伸縮自在
であって、管路接続部６０の外径よりも幅広な風船形状部６３を設ければ、風船形状部６
３には、谷部がない他、収縮した際、谷部が形成されたとしても、洗浄消毒工程後、膨張
すれば谷部がなくなることから、管路接続部６０の外表面に液体が残留せず、清潔に保つ
ことができる構成の洗浄消毒装置を提供することができる。
【０１２８】
　また、図２２に示すように、管路接続部６０の外表面に伸縮形状を有さない伸縮駆動ガ
イド６４を設け、該ガイド６４内に、伸縮自在な柔軟なシリコンチューブ等から構成され
た、管路接続部６０よりも長い、一端が供給用口金６１に接続され他端が洗浄消毒槽６の
口金６６に接続された供給管路６５を設ければ、管路接続部６０の外表面に伸縮部を設け
なくとも、伸縮駆動ガイド６４を介して管路接続部６０を進退させた際、供給管路６５が
伸縮することから、洗浄消毒工程終了後、管路接続部６０の外表面に液体が残留せず、清
潔に保つことができる構成の洗浄消毒装置を提供することができる。
【０１２９】
　ところで、洗浄消毒装置を用いて、内視鏡を洗浄消毒すると、乾燥工程を経たとしても
、内視鏡の外表面には、液体が残留している。このため、通常は、内視鏡を洗浄消毒槽か
ら取り出した後、拭き取り専用のテーブル等に内視鏡を載置して、滅菌タオル等を用いて
残液を除去していたが、内視鏡を洗浄消毒槽から取り出す際に、残液が垂れてしまう場合
がある他、拭き取り専用のテーブル等を別途用意しなければならないといった問題があっ
た。このため、洗浄消毒工程終了後、洗浄消毒槽内において、内視鏡の外表面の拭き取り
を行うことができる構成が望まれていた。
【０１３０】
　このような事情に鑑み、洗浄消毒槽内において、内視鏡の外表面の拭き取りを行うこと
ができる構成を、以下、図２３～２５に示す。図２３は、洗浄消毒装置に設けられた拭き
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取り装置を示す斜視図、図２４は、拭き取り装置の滅菌タオルを用いて洗浄消毒槽内にお
いて、洗浄消毒終了後の内視鏡の外表面の拭き取りを行っている様子を示す図、図２５は
、自動的に、洗浄消毒槽に対して滅菌タオルの供給を行える構成を示す図である。
【０１３１】
　図２３に示すように、洗浄消毒装置１の装置本体２の外表面に、拭き取り装置７５が設
けられている。具体的には、拭き取り装置７５は、装置本体２の外表面に接続された２本
の腕部７０と、該２本の腕部７０間を連結する装置本体２の１辺に略平行な回動自在な軸
部７６と、該軸部７６に巻回された、１回分毎に切れ目７１ｍが形成された滅菌タオル７
１とにより主要部が構成されている。
【０１３２】
　このように構成された拭き取り装置７５を用いて洗浄消毒終了後の内視鏡１０の外表面
の残液を、洗浄消毒槽６内で拭き取る際は、先ず、作業者は、滅菌タオル７１の端部を引
っ張ることにより軸部７６を回転させて、滅菌タオル７１の１回分を引き出し、切れ目７
１ｍを起点として１回分の滅菌タオルをカットする。
【０１３３】
　その後、図２４に示すように、作業者は、１回分にカットされた滅菌タオル７１を用い
て、洗浄消毒槽６内の内視鏡１０の外表面の残液を拭き取る。
【０１３４】
　このような構成によれば、洗浄消毒工程終了後、内視鏡１０の外表面の残液を拭き取る
ため、内視鏡１０を洗浄消毒槽６から取り出す必要がなくなることから、即ち、洗浄消毒
槽６内で拭き取ることができることから、拭き取り専用のテーブルが不要となる他、取り
出しの際の液垂れが防止できる。
【０１３５】
　尚、図２３、２４においては、滅菌タオル７１の引き出しは、作業者により行うと示し
たが、図２５に示すように、拭き取り装置７５にモータ等によって回転する引き出しロー
ラ７３と、引き出した滅菌タオル７１を１回分にカットするカッタ７４を設け、引き出し
ローラ７３の回転により自動的に引き出した滅菌タオル７１を、カッタ７４により自動的
に１回分にカットする機能を設けることにより、滅菌タオル７１の引き出しを自動的に行
っても構わない。
【０１３６】
　ところで、従来、洗浄消毒終了後の内視鏡の外表面の残液を拭き取る際、滅菌タオルや
、乾燥を促進するためのアルコールがしみこんだガーゼ等により拭き取りを行っていた。
しかしながら、より効率良く拭き取りが行えるものが望まれていた。
【０１３７】
　以下、洗浄消毒終了後の内視鏡の外表面の残液を効率良く拭き取るためのものを、図２
６を用いて説明する。図２６は、本構成の拭き取り手袋を示す図である。
【０１３８】
　図２６に示すように、本構成の拭き取り手袋８０は、ゴム製の滅菌手袋８１の外表面に
、消毒用エタノールや、除水用アルコールが染みこんだガーゼやタオル等の吸水性を有す
る部材８２が貼着されている。除水用アルコールは、残液の揮発を促進させるものである
。
【０１３９】
　尚、拭き取り手袋８０は、使用前は、図示しない滅菌パックに収容されて搬送されるこ
とが好ましい。また、給水性を有する部材８２は、糸くず等の発生を防ぐため、不織布で
あっても構わない。さらに、拭き取り手袋８０は、ディスポーザブルなものから構成され
ている。
【０１４０】
　このような拭き取り手袋８０を、洗浄消毒終了後の内視鏡の外表面の残液の拭き取りに
用いれば、拭き取りにガーゼや滅菌タオル等を別途用意し、１回分にカットする必要がな
くなることから、内視鏡１０の外表面の残液を拭き取る際、効率良く拭き取りを行うこと
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ができる。
【図面の簡単な説明】
【０１４１】
【図１】本実施の形態を示す洗浄消毒装置を示す斜視図。
【図２】図１の洗浄消毒槽を、トップカバーを透視して概略的にみた洗浄消毒装置の上面
図。
【図３】図１のトップカバーの内面を示す平面図。
【図４】図２中のIV-IV線に沿う図３のトップカバー閉成の際の洗浄消毒装置の断面を、
洗浄消毒槽にトレー、内視鏡、リモコンが収容されて、設定水位まで消毒液が供給された
状態で示す図。
【図５】図３のトップカバーが閉成されるとともに、洗浄消毒槽に、トレーのみが収容さ
れて、設定水位まで消毒液が供給された状態を示す洗浄消毒装置の断面図。
【図６】本構成を示す洗浄消毒装置に用いる洗浄消毒槽と、該洗浄消毒槽に収容自在な被
洗浄消毒物を保持する保持部材を示す斜視図。
【図７】図６の被洗浄消毒物を保持する保持部材を、洗浄消毒槽に収容した状態を示す図
。
【図８】図７に示す状態から、洗浄消毒槽内のエアを抜き、被洗浄消毒物及び保持部材を
、液体に浸漬させた状態を示す図。
【図９】本構成の洗浄消毒装置における洗浄消毒槽に、被洗浄消毒物とともにボール状の
液面上昇部材を設けた例を示す部分断面図。
【図１０】本構成の洗浄消毒装置における洗浄消毒槽の被洗浄槽毒物の載置領域を除く領
域に、ピン状の液面上昇部材を設けた例を示す部分断面図。
【図１１】従来の洗浄消毒槽の一部を示す部分斜視図。
【図１２】本構成の洗浄消毒槽の一部を示す部分斜視図。
【図１３】図１２とは異なる構成の洗浄消毒槽の一部を示す部分斜視図。
【図１４】図１２、図１３とは異なる構成の洗浄消毒槽を示す平面図。
【図１５】本構成の洗浄消毒装置における給水フィルタ周りの管路構成を、給水管路と供
給管路とが連通した状態で示す図。
【図１６】図１５の給水弁を閉じ、給水管路と貯留管路とを連通させた状態を示す図。
【図１７】図１６の状態から三方弁を貯留管路と排水管路とが連通するよう切り換えた状
態を示す図。
【図１８】図１５とは異なる給水フィルタ周りの管路構成を、給水管路と貯留室とが連通
した状態で示す図。
【図１９】図１８の状態から三方弁を貯留室と排水管路とが連通するよう切り換えた状態
を示す図。
【図２０】従来の自動装着ユニットの管路接続部の形状を示す図。
【図２１】本構成の自動装着ユニットの管路接続部の形状を示す図。
【図２２】図２１とは異なる自動装着ユニットの管路接続部の形状を示す図。
【図２３】洗浄消毒装置に設けられた拭き取り装置を示す斜視図。
【図２４】拭き取り装置の滅菌タオルを用いて洗浄消毒槽内において、洗浄消毒終了後の
内視鏡の外表面の拭き取りを行っている様子を示す図。
【図２５】自動的に、洗浄消毒槽に対して滅菌タオルの供給を行える構成を示す図。
【図２６】本構成の拭き取り手袋を示す図。
【符号の説明】
【０１４２】
　１…洗浄消毒装置
　２…装置本体
　３…トップカバー
　３ｎ…内面
　５…アンテナ（識別情報読み取り部）
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　６…洗浄消毒槽
　６ｍ…操作部載置領域
　６ｎ…挿入部載置領域
　６ｐ…載置領域を除く領域
　６ｑ…載置領域
　６ｒ…リモコン載置領域
　６ｓ…収容口
　８…リモコン（被洗浄消毒物）
　１０…内視鏡（被洗浄消毒物）
　１１…トレー（被洗浄消毒物）
　１２…ＩＤタグ（識別タグ）
　１５…落とし蓋
　１６…落とし蓋
　２１…パッキン（伸縮部材）
　２２…パッキン（伸縮部材）
　２６…洗浄消毒槽
　２７…保持網（保持部材）
　３０…液面上昇部材
　３１…液面上昇部材
　１００…制御部

【図１】 【図２】

【図３】
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